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定期監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

 

 

  令和３年２月４日付け２宗監第２００号で通知のあった標記の件について、別紙

のとおり報告します。 

 



            定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）       （別紙） 

 

（農業振興課）          定期監査実施日：令和２年２月１８日        監査対象年度：令和元年度   

指  摘  事  項 措  置  状  況 

（１）正助ふるさと村の指定管理に関する事蹟について 

   基本協定書及び仕様書において、アンケート等を実施し、集計

したアンケート等の結果を市に報告しなければならないと定めて

いる。しかし、報告を受けているアンケート集計の内容は、指定

管理者が独自に実施している事業に関するものであり、指定管理

業務に関するアンケート等の結果が報告されていないので、適正

に報告を受けられたい。 

 

（２）正助ふるさと村及び宗像市農産物直販施設の指定管理に関する

事蹟について 

   宗像市指定管理者制度運用ガイドラインにおいて、年２回、指

定管理業務進行管理チェック表を用いて、公の施設が仕様書等の

基準に沿って適正に管理されているかを確認するよう定めている

が、実施していないので、適正に実施されたい。 

 

（３）宗像市獣肉解体加工販売事業補助金に関する事蹟について 

   宗像市補助金等交付規則第１４条において、補助事業の実績報

告を受けた場合は、補助金等の交付の決定の内容等に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければな

（１）正助ふるさと村の指定管理に関する事蹟について 

   令和２年度において、芋掘りやそば打ち体験などの体験事業の

参加者、市民農園の利用者、及び備品貸出利用者に対し、アンケ

ートを実施し、結果の報告を受けました。 

 

 

 

 

（２）正助ふるさと村及び宗像市農産物直販施設の指定管理に関する

事蹟について 

   令和２年４月及び１０月に、指定管理業務進行管理チェック表

を用いて、仕様書等の基準に沿った適正な管理が行われているか

を確認しました。 

 

 

（３）宗像市獣肉解体加工販売事業補助金に関する事蹟について 

   令和元年度の宗像市獣肉解体加工販売事業補助金において、補

助額の確定及び通知を行いました。 

 

 



らないと定めている。しかし、平成３０年度の宗像市獣肉解体加

工販売事業補助金において、補助額の確定及び通知をしていない

ので、適正に事務処理されたい。 

 

 

 

 

 


